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　新年、明けましておめでと
うございます。
　酪農家の皆様及び関係機関
の皆様におかれましては心機
一転の思いで新年をお迎えの
事とお慶び申し上げます。
　平素より、当連合会の事業
推進につきましては格別のご

理解・ご協力を賜り衷心より厚くお礼申し上げます。
　昨年の経済環境はインフレからデフレの両極に振り子
が揺れる“未曾有”の現象下で明け暮れ、その影響は全
世界に波及しました。
　我が国においては、投機資本の暗躍による原油・穀物
相場の高騰は資源自給度の低い産業を直撃、飼料自給度
の低い酪農はこの産業分野に属し未曾有の価格高騰をも
たらしました。
　それが一転、年末に向け、米国のウオール街を震源地
とする金融危機は輸出依存型の産業を直撃、トヨタやソ
ニー等の我が国を代表する企業が赤字経営に転落し、そ
の弊害は越年に窮する雇用難民で派遣村が形成されるま
で異常事態をもたらしました。
　酪農情勢は今年度 ( 平成 20 年度 )において減産からの
脱却を勝ち取ったものの、損益分岐の域を超える飼料価
格等生産コストの高騰は、4月からの 30 年振りの乳価３
円値上げの中間合意及び３円強の国の都府県酪農緊急経
営対策を以ってしても追いつかない状態が続きました。
　このため、10 月 1 日から 10 円の期中追加値上げを
目指した交渉に取り組みました。
　この交渉においては乳業者は酪農家の窮状に理解は及
ぶものの４月の中間合意を受けた川下転嫁の遂行を巡
る相互不信に起因して不毛な交渉期間を費やすこととな
り、10 月 1 日が近づくにつれて酪農家各位に焦燥感が
募る事態をもたらしてしまいました。
　しかしながら、各指定団体は要求金額と改定時期との
狭間におかれながらも双方の実現を不退転の決意として
粘り強く交渉を重ねました。
　その結果、9 月末日に大手乳業内の一社より、飲用牛
乳向けを 21 年 3 月から 10 円値上げするとの回答が提

新年のご挨拶
－牛乳乳製品の真価が問われる年－

示されました。
　指定団体側は越年が厳しい酪農現場の実態から改定時
期前倒しの再考を求めましたが、値上げ原資確保のため
の川下転嫁労力は中間合意の比ではなく中小・農系等の
地場乳業者の存続問題にも及ぶことから受け入れの道を
選択しました。
　このことにより、酪農家各位には越年へのご苦労を
おかけすることとなり衷心よりお詫び申し上げるととも
に、越年への互助対策に取り組まれた会員のご英断に深
甚なる敬意を表する次第であります。
　年明けから新年度に向け、飼料及び乳価情勢等、酪農
経営環境は窮状の底打ちから一条の光明が見出せる状況
にあろうかと存じます。先ずは、２ヵ年余に亘る経営余剰
喪失の回復を通じた生産意欲の再燃を願うばかりです。
　新年度の計画生産は生産基盤の弱体化防止を基本に酪
農家個人ベースで前年度実績を維持する方針です。
　むしろ課題は生活防衛色が強まる消費者心理の中で牛
乳・乳製品価格の値上げがもたらす消費動向にありま
す。まさに、国民生活における牛乳乳製品の真価が問わ
れる年となり、折角、飲用向け乳価が 10 円値上げされ
たとしても飲用向け需要が縮小し加工向けが増加した場
合にはプール乳価への低下影響が生じます。
　牛乳消費不振がもたらす乳価対策及び乳製品が増加し
た場合の保管・処理対策等に関しては全国酪農家が連帯
したセーフティーネットの構築が必要とされます。
　更には、川下転嫁が不調となった乳業者の廃業等、乳
業界にはかつてない再編進行が予測されています。
　このため、川下転嫁に向けた流通業界及び消費者への
理解醸成はもとより消費拡大対策には酪農乳業を挙げた
取組が不可避といえます。
　中国地区は全国的に見て最もバランスのとれた需給関
係にありますが、この優位性を持続するためには生産基
盤の復元こそが喫緊の課題となっています。
引き続き、中販連の生乳共販事業へのご理解・ご協力を
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、酪農家及び関係団体の、今年の
ご健勝をご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきま
す。

中国生乳販売農業協同組合連合会
代表理事会長　千　葉　靖　代
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　☆ 飼料情勢

　経営窮状の直接要因といえる配合飼料価格高騰の元凶
となった世界穀物市場における投機マネーの暗躍も、米
国発の金融危機を察知したかのように退潮し、昨年の秋
以降の国際相場は下落に転じました。また、海上運賃も
大幅に低下しました。
　このため、配合飼料価格はようやく年明けの今年度第
４四半期に工場建値で 1 ～ 1.2 万円／㌧の引下げとなり
ました。続く新年度第1四半期も値下げ方向にあります。
他方、工場建値が下がったとはいえ配合飼料価格安定補
填金の交付もなくなることから生産者の実質負担価格の
低下は 4 千円強であり依然として 2 年前よりは高い水
準にあります。
　しかし、今年の飼料情勢としては円高基調も相俟っ
て当分の間は高騰の悪夢からは開放されますが、乾草類
を含め海外依存の代償は余りに大きく、今後の再来に備
え、喉元過ぎて暑さを忘れないためには飼料自給度向上
に官民上げた組織的取組が不可欠です。

　☆ 乳価情勢

　今年 3 月から値上げされる乳価ですが、現段階では
飲用牛乳向け 10 円／㎏の値上げ ( 乳業 2 社は 12 月～
２月に２円の追加払い、3 月から 9.5 円の値上げ ) が決
定され、他の用途については１月末を目途に大詰めの交
渉段階にあります。
　全国的には北海道の交渉完了を受けて加工向けは４円
が相場となりつつあります。都府県では醗酵乳向けが難
航しており生産者の 10 円要求に対し乳業側は４～６円
の提示となっています。なお、学乳向けは供給制度の関

係から新年度 ( ４月 ) からの改定となります。
　中販連としては飲用牛乳向け 10 円、加工向け４円の
値上げ改定を両極としてプール乳価で 8.5 円／㎏をベー
スに上乗せを目指し、２月後半開催予定の生乳受託販売
委員会・理事会への報告・協議が出来るよう精力的な交
渉に取り組んでいます。

　☆ 生乳計画生産情勢

　２年間の減産を脱却した今年度の計画生産ですが、４
～ 12 月累計実績は前年同期比 98.2％ ( 計画枠は前年度
実績比 100％ ) と下回るとともに、会員間の格差が拡大
する基調にあります。
　しかし、減少が顕著な都府県の実績 ( 前年同期比
96.4％ ) に比べると健闘が窺える実態にあります。
　このような中で、新年度の計画生産は今年度受託実績
の維持を基本に設定される方向にあります。すなわち個
別経営においては今年度出荷実績が確保されることとな
ります。
　中販連としては、来る２月 13 日の中酪理事会の取り
まとめ内容を踏まえ、前記の乳価情勢と合わせ生乳受託
販売委員会・理事会にて新年度計画生産の運営方針を協
議します。

　☆ HOST デーリー 21プランの整備・実践

　平成 22 年度からの５県共販体制への完全移行等、中
販連の運営計画について新年度は詳細部分を整備し会員
組織への説明・理解促進に努めます。
　新年度は生乳広域検査体制への移行が重点事項とな
り、更には 22 年度の完全共販に向けた集乳及び CS 部
門の経費・運行内容等の具体的整備を行います。

今年度の酪農情勢概観
経営意欲の再燃こそが生産基盤復元の源泉

　干支は巡りて今年は丑年。牛歩のあゆみに象徴される牛ですが、百年に一度の経済危機の中で、国民
は“のどかさ”の到来を悲願とする一年となりそうです。
　２年半余にわたる“平成の酪農危機”の中で苦難と疲弊を余儀なくされた我が国酪農界ですが、今日
の経済危機に先んじた克服への努力が実り今春に向けた生産環境には明るい材料が整いつつあります。
　むしろ今年の課題は生活防衛色が強まる中で牛乳・乳製品の消費動向がもたらす生乳需給への影響が
想定されることから、酪農組織の全国的連帯の下で“とも補償対策”の構築で需給運営の安定化を図る
必要があります。
　どうか、酪農家の皆様には明るい情勢の体感により経営意欲の再燃がもたらされることを願って止み
ません。
　中販連は今年も当機関紙を通じ、皆様方の業務に役立つ情報提供に努めてまいりますので引き続きご
拝読いただきたいと存じます。
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　＜渡辺課長補佐挨拶要旨＞

⑴厳しい酪農乳業情勢の中で、乳価交渉は全用途合意に
は至らないが、飲用向け乳価が 21 年３月から 10 円
値上げが合意され交渉は前進した。交渉当事者のご苦
労に敬意を表する。
⑵生乳・乳製品の需給推移と見通し等
　①計画生産は乳製品過剰在庫圧迫に起因する 18 ～
19 年度の減産から 20 年度には増産に舵をきったが
全国としての生産は前年を下回っている。地域的に
は北海道４～ 10 月で 2.8％増加しているが計画に
は届いていない。都府県は 3.7％と減少している。

　②乳製品は豪州の干ばつ、新興国の需要増等による国
際価格の高騰で国内乳製品に優位性が生じ需要が増
加した。

　　　バターについては在庫不足により今年の夏頃まで
品薄状態で推移したが、乳業者への増産要請やカレ
ントアクセスにより約束した輸入数量以上に５千ト
ンの積み増し輸入を行った。

　　　このようなこともありバターが店頭から消える現
象は無くなり落ち着いてきているが、その一方で脱
粉の在庫量がまた減少してきている。

　③乳製品の国際情勢は、ひと頃のピーク時に比べると
徐々に需要量が縮み、価格は元の水準に近づいてい

る。国際価格が下がってくれば輸入物の優位性がま
た戻ってくることとなる。

　④短期的には、脱粉在庫は減少しており国内生産も急
には伸びないことから来年の前半においては低い在
庫水準で推移することが想定される。

　　　他方、危惧される面としては、国産乳製品の需要、
小売価格の値上げに伴う牛乳乳製品の消費、生乳生
産の動態等、21 年度を見据えた需給がどうなるの
か見通しが難しい。

　⑤ 21 年度の計画生産の目標設定は既に中央酪農会議
で検討が始まっているが、国としても計画生産数量

中国地区酪農乳業懇談会を開催
－乳価交渉の更なる進展を期して－

　中販連は去る 12 月 4 ～ 5 日、鳥取県米子市において恒例の中国地区酪農乳業懇談会を開催しました。

　本懇談会は乳価交渉の妥結を節目に乳業者との取引関係の円滑化を目的に開催するものですが、中間

合意及び追加値上げという異例の交渉経過を辿った今年度は主力用途の飲用牛乳向けの妥結を契機に、

３月に向け未妥結用途の交渉進展を趣旨に開催しました。

　懇談会には、取引先約 40 社のうち 16 社 ( 取引数量の 82％ ) の 23 名及び全国連・会員実務責任者、

中販連役職員 15 名に来賓出席の快諾をいただいた農水省及び中四国農政局からの２名を加え計 40 名

の参加を得ました。

　運営は、主催者事務局から管内情勢報告の後、農水省牛乳乳製品課渡辺裕一郎課長補佐 ( 生乳班担当 )

からご来賓挨拶を兼ね最近の酪農乳業情勢についてご説明・ご指導をいただきました。

　続いて、時局の課題である自給飼料対策にスポットを当て、高山勝好おかやま酪農協特別対策室長を

講師に「水田活用自給飼料（稲ＷＣＳ）取り組みの現状と活用」をテーマに講演をいただきました。

　所要で上京の中販連千葉会長は講演終了後の懇親会の冒頭で挨拶に立ち、山が動いた乳価交渉進展へ

のお礼と未妥結用途の交渉への理解要請並びに取引関係者が情報・情勢を共有して課題解決に当たる重

要性を力説されました。

　以下、農水省渡辺課長補佐のご挨拶及び高山講師のご講演要旨について紹介します。
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等の需給見通しに基づいて輸入をどうするのか、加
工原料乳限度数量をどう設定していくのか等、年明

けの２月にかけて議論を深めていく。

⑶中小・農系乳業の改革の方向性

　地元の鳥取県の乳業は大山乳業を核に県内 1 ヶ所に

再編されているが、全国を見渡すと乳業工場数はまだ多

いと思われる。

　乳業の再編については、これまでも乳業再編事業にお

いて支援措置を講じてきたが、21 年度予算においては

要件の一部緩和や廃止工場に対する助成の拡充等を財務

当局に要求している。

⑷指定団体機能強化に向けた課題と対応方向

　指定団体がブロック化され 8 年が過ぎ、中国地区の

機能整備については集約化の推進途上にあるが、乳質検

査の一元化等まだまだ取組が他のブロックに追いついて

いない部分がある。

　検査体制についてはスピード感も意識しながら取り組

んでもらいたい。

　配乳権なり集送乳の一元化については国もＣＳの施設

整備等の予算を拡充した要求をしている。

⑸配合飼料の価格動向と酪農経営

　①配合飼料価格を決定する主要因にトウモロコシシカ

ゴ相場及び海上運賃、為替動向がある。高騰したシ

カゴ相場は今夏をピークに低下し１９年の今時の水

準にある。

　②海上運賃も北京オリンピックも終わり物資の輸送が

鈍くなったことや自動車産業等の世界的な生産縮小

も影響し急落している。為替相場は９０円前半まで

下がっている。

　③このような状況で、来年の１～３月に向け配合飼料

価格には下げ要素が揃ってきているが、他にも様々

な要因があり下がるにしてもまだ高い水準にある。

　④これまで急騰した飼料コストは酪農家が負担してき

ており、現場感覚としてはようやく乳価が上がるこ

とで一縷の期待を載せて来年の３月を心待ちにされ

ている状況ではなかろうか。

　＜高山講師講演要旨＞

⑴飼料用稲生産の意義・目的
　①酪農家においては自給粗飼料をいかにして省力・低
コストで生産できるか否かが課題。

　②飼料用稲生産の意義・目的とは、水田を管理活用し
水を溜めることにより、その中で国産粗飼料が出来
上がる。環境・国土の保全が出来、循環型農業の中
で安全・安心な国産粗飼料作りが目指せる。飼料用
稲は水田転作作物に適している。

　③大豆は連作で連作障害が生ずるが一度水を溜めて水
田にすることで連作障害が回避され生産性も向上す
る。

⑵飼料用稲の作付け動向は交付金次第か
　①Ｊミルク内に事務局をおく全国酪農飼料自給率向上
協議会では、平成 20 年度の飼料作付面積を 11 千
㌶の拡大目標を掲げている。19 年度の作付面積は
青刈りトウモロコシ 47.8 千㌶、稲ホールクロップ
サイレージ ( 以下、ＷＣＳ ) が 6.3ha。

　②全国の飼料用稲の作付面積は 12 年度から 20 年度
にかけて５百㌶から 8.8 千㌶ ( 見込み ) まで増加。
この過程で交付金が削減された 16 年度の作付面積
は全国的に減少、“交付金次第”との課題が残る。

　③ 21 年度以降に交付金が下った場合、とりわけ緊急
一時金の上乗せがなくなる方向にあり、耕種農家と畜
産農家の双方にメリットが出せるかとの問題が生ずる。

⑶岡山県における取り組み実態等
　ア推進実態
　　岡山県では北部と南部に各 60㌶程度の飼料用稲の

作付面積がある。
　　　北部においては平成 12 年度から津山市周辺で取

り組みを開始。耕種農家の担い手が中心となり植え
付け、コントラクター組織が収穫調製を行う耕畜連
携で面積を拡大。積極的な圃場研究を行った。

　イ作業体系
　　①稲ＷＣＳの生産に当たり、植え付けは耕種農家で

出来るがＷＣＳまでの収穫調製を誰が担うのか課
題となった。畜産農家自らが機械を持ち寄るとコ
ストがかかり品質も不安定。そこで、おか酪が専
用機械を購入し津山コントラクター組織を使い収
穫調製を行うこととした。

　　②作業体系として県北から県南まで行えば専用機械
は 1 ヶ月以上稼動できる。機械は一日１㌶しか
収穫調製が出来ないため、これを償却するために
は 1 台の年間稼動面積は 20 ～ 25㌶必要となる。
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　ウ収穫量
　　①肥培管理をきちんとすれば反当８から１２ロール

の稲ＷＣＳの収穫量が可能。
　　　　１ロールの大きさは直径１ｍ、高さ 85㎝、重

量 320㎏。
　　②流通は岡山では１ロール 3 ～ 4 千円 ( 平均 3,550

円 ) の取引価格。㎏単価は 10 から 12 円。圃場
置き場で10円強。積み込み経費を含め12円程度。

　エ収益性
　　①搾乳牛への年間給与で、乾物給与量を６㎏／日と

した場合、１反／頭、１町／ 10 頭 (100 ロール )
の確保が必要。

　　　②　損益分岐点は年間乳量８～９千㎏／頭の場
合、稲ＷＣＳの㎏単価が 20 円未満であれば純収
益は最大 20％増、経営貢献が見込める。

　オ品質・刈り取り時期等
　　①裁断型の専用機が装備できれば品質は一定化す

る。飼料価値はチモシー乾草に匹敵する。
　　②刈り取り時期は黄熟期（TDN55.9％、CP7％）が

適当。嗜好性は糊熟を過ぎると低下、籾の消化率

　飲用牛乳向け乳価の追加値上げが決定されたものの、改定時期が年明け３月となること
から、越年に向け運転資金調達への対応が緊急課題として浮上する事態をもたらしました。
　このため、中販連は去る１１月２５日開催の今年度第１３回理事会において、会員
組織からの要望を集約し、窮状下にある経営のつなぎ対策として「酪農経営特別支援
対策」の実施を決定しました。
　本対策の内容は、乳価が値上げされる３月までの間の経営維持を目的として値上げ
乳価の一部前倒しを行い、実行に要する資金の借り入れ ( ３億円 ) 及び利息 (1.45％ )
負担を中販連が対応するものです。
　折しも、国が配合飼料高騰下における経営対策として設置した「家畜飼料特別支援
融通事業」の運営改善により同様な措置が行えることとなりましたが、金融機関との
折衝の結果、国事業の実質金利と同程度の金利での融通が可能となったことから中販
連独自対策として実施することとしました。
本対策の骨格は次の通りであり、実施要領を設置し１２月から実行しました。
①越年対応を要する 12 月（11 月分乳代 ) ～ 3 月（2 月分乳代 ) までの４ヶ月間の受
託乳量に係る乳代に３円／㎏ ( 総額 12 円 ) の前渡し金を加算する。
　＊前渡し金の名称：酪農経営特別支援資金
②前渡し金の返済は４月 ( ３月分乳代 ) 以降、１２ヶ月間均等払いにより行う。
③前渡し金の借り入れに係る利息は中販連が負担する。
④本対策実施後において会員の組合員が廃業、休止した場合には会員が責任を持って
中販連に精算を行う。
　なお、実施要領は中販連と会員間との関係を整理したものですが、本対策決定まで
の間には会員組織における討議が行われており、会員段階においては目的に適合する
範囲で独自の運用 ( 例：12 月に 12 円の全額前渡処理等 ) が行えることとしました。
　本対策については値上げ乳価
の前渡し措置であり、異論提起
の声もありますが、財政基盤が
脆弱な中販連が会員と知恵を出
し合った互助対策です。
　資金繰りで厳しい越年対応に
直面された生産者に奏効し、心
機一転の思いで新年を迎えられ
ることを願って止みません。
本対策のイメージは別図の通り
です ( 乳価は予測値 )。

中
販
連
理
事
会
、
越
年
緊
急
対
策
を
決
定

乳
価
追
加
値
上
げ
ま
で
の
“
つ
な
ぎ
”
措
置
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は乳熟期以降低下する。
　カ省力・低コスト栽培の模索
　　①鉄コーティング処理種子の湛水直播栽培技術に取

り組む。鉄コーティング種子 ( 砂鉄と焼石灰を混
ぜた重くした種子 ) は浮遊防止、鳥獣害防止の効
果がある。

　　②　種子・肥料・除草剤を一度に蒔きつけ可能、1.8

㌶を７時間程度。苗立ちも良好で反当１０ロール
以上の収穫があり省力技術として注目され移植の
場合との比較で量的に遜色がない。

　キ稲ＷＣＳ普及拡大の課題
　　①関係機関との取り組み体制を構築した中で、リー

ダー作りが必要。
　　② 10 ～ 20㌶単位の面積が確保できる仕組みを作

り、そこに稲ＷＣＳを組み込めば地域の団地化が
出来る。

　　③岡山県では水田の半分が飼料用稲の栽培となって
も問題はなく、これからも提唱を続けて生きたい。
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編

集

後

記

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

昨
年
の
乳
価
交
渉
に
よ
り
３
月
か
ら
飲
用

向
け
乳
価
10
円
／
㎏
当
た
り
の
値
上
げ
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
際
的
な
金
融
危
機
に
よ
り
、
円

高
、
原
油
、
穀
物
価
格
が
急
落
、
大
半
の
産

業
分
野
に
影
響
が
及
ぶ
反
面
、
本
年
の
酪
農

経
営
に
は
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き
ま
し
た

が
、
牛
乳
、
乳
製
品
の
消
費
に
は
減
退
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

乳
価
交
渉
は
、
学
乳
、
そ
の
他
用
途
が
継

続
中
で
す
。
昨
今
の
経
済
環
境
を
反
映
し
厳

し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
指
定
団
体
と

し
て
手
取
り
乳
価
の
引
上
げ
に
精
一
杯
の
交

渉
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

　

ま
た
、
３
月
か
ら
の
乳
価
値
上
げ
に
向

け
、
酪
農
乳
業
一
体
と
な
っ
た
川
下
転
嫁
等

の
消
費
者
等
へ
の
理
解
醸
成
活
動
等
に
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
第
２
５
号
の
事
業
経
過
報
告
（
15

ペ
ー
ジ
）
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成

二
十
年
一
月
～
三
月
と
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
正
し
く
は
平
成
二
十
年
四
月
～
八
月
で

す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。


